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正を加味して期末残高を675万2,000円と見込ん

だものでございます。 

 13ページからは、令和元年度決算並びに固定

資産の精査に伴い確定した下水道事業の開始貸

借対照表となってございます。 

 16ページからは、今年度末の予定貸借対照表

となってございますので、ご参照いただければ

と思います。 

 以上、令和２年度長井市下水道事業会計補正

予算第１号の概要でございます。 

 よろしくご審査賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○梅津善之委員長 概要の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 総括質疑の発言通告がありませんので、各会

計予算案の細部審査に入ります。 

 なお、質疑に当たっては、答弁者並びにペー

ジ数をお示しの上、お願いいたします。 

 

 

 議案第８４号 令和２年度長井市一 

 般会計補正予算第６号についての質 

 疑 

 

 

○梅津善之委員長 まず、議案第84号 令和２年

度長井市一般会計補正予算第６号の１件につい

て、ご質疑ございませんか。 

 ６番、金子豊美委員。 

○６番 金子豊美委員 文化生涯学習課長にお伺

いします。ページ数は35ページ、４項社会教育

費公民館費の自治公民館施設整備事業について

お伺いします。 

 なお、確認も含めてご答弁のほうよろしくお

願いします。 

 文教常任委員会協議会の説明では、このたび

の補正については勧進代南部公民館、それから

中伊佐沢公民館のトイレ洋式化に伴う事業費の

不足分について補正予算を上げるというふうな

説明でありました。当初予算の残金が９万

1,000円、それに今回の85万3,000円をプラスし

まして２つの自治公民館の事業を行うという説

明を受けたわけでありますが、今年度、申請し

た自治公民館の数と今回の２つの自治公民館も

含めた事業が終了した自治公民館の数について、

まずお聞きします。 

○梅津善之委員長 佐藤 久文化生涯学習課長。 

○佐藤 久文化生涯学習課長 おはようございま

す。 

 お答え申し上げます。今年度当初申請がござ

いました件数でございますが、全部で33件ござ

いました。そのうち16件については当初で採択

させていただいて、残りの17件のうちの２件分、

今回補正ということで、トイレ改修事業という

ことで補正をさせていただくものでございます。 

 実施数の件数ですが、トイレの実施完了数と

いうことでよろしいでしょうか。例年、２件か

ら３件程度事業のほうを実施させていただいて

おりまして、おおむね３分の１程度終わったと

いうふうに認識しているところでございます。 

○梅津善之委員長 ６番、金子豊美委員。 

○６番 金子豊美委員 設備部分については建物

の修理、それから今回のトイレの洋式化等ある

わけですが、エアコンとトイレの洋式化等につ

いては、５割補助、２分の１の補助に最近改め

ていただいたおかげで件数も大分増えてきたと

いう実態があるかと思います。今後、今回でき

なかった自治公民館のそういった設備関係につ

いては、12月補正で取り組むということもある

かと思いますが、新年度の財源等も考えれば、

来年度に新たに工事を進めるということもある

かと思いますが、今後の取組方法についてお伺

いします。 

○梅津善之委員長 佐藤 久文化生涯学習課長。 

○佐藤 久文化生涯学習課長 お答え申し上げま

す。 
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 まず、12月補正ということでございますが、

現時点ではそこは考えておりません。毎年、来

年度の予算要求に向けまして、各自治公民館の

館長さん宛てに要望という形で調査をさせてい

ただいております。その中身を踏まえまして、

来年度事業への予算要求を行うと。その中で来

年度は申請のあった公民館さんと協議をさせて

いただいて実施していこうかなというふうに考

えているところでございます。 

○梅津善之委員長 ６番、金子豊美委員。 

○６番 金子豊美委員 当局の進め方の方法、よ

く分かりました。その上で、最後の質問をさせ

ていただきますが、今年度、申請をしてトイレ

の洋式化について残念ながら適用ならなかった

自治公民館を来年度以降優先的に順位をつけて

進める、そういった方法も考えておられるかど

うか、最後にお聞きします。 

○梅津善之委員長 佐藤 久文化生涯学習課長。 

○佐藤 久文化生涯学習課長 お答え申し上げま

す。 

 来年度の申請があったタイミングで継続して

申請があったかどうかというところも採択の要

件として一つ考えているところでございます。 

○梅津善之委員長 ほかにございませんか。よろ

しいですか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 ほかに質疑もないので、質疑

を終結いたします。 

 

 

 議案第８５号 令和２年度長井市山 

 形鉄道運営助成事業特別会計補正予 

 算第１号についての質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第85号 令和２年

度長井市山形鉄道運営助成事業特別会計補正予

算第１号の１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第８６号 令和２年度長井市訪 

 問看護事業特別会計補正予算第１号 

 についての質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第86号 令和２年

度長井市訪問看護事業特別会計補正予算第１号

の１件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第８７号 令和２年度長井市介 

 護保険特別会計補正予算第１号につ 

 いての質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第87号 令和２年

度長井市介護保険特別会計補正予算第１号の１

件についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第８８号 令和２年度長井市水 

 道事業会計補正予算第１号について 

 の質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第88号 令和２年

度長井市水道事業会計補正予算第１号の１件に
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ついてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 

 

 議案第８９号 令和２年度長井市下 

 水道事業会計補正予算第１号につい 

 ての質疑 

 

 

○梅津善之委員長 次に、議案第89号 令和２年

度長井市下水道事業会計補正予算第１号の１件

についてご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 以上で各会計補正予算に対する質疑は全部終

了いたしました。 

 

 

 令和２年度長井市各会計補正予算案 

 の表決 

 

 

○梅津善之委員長 これから各会計補正予算に対

する討論、表決でありますが、ご意見のある方

は本会議にてご発言いただくこととし、この際、

討論を省略し、直ちに採決を行います。 

 まず、議案第84号 令和２年度長井市一般会

計補正予算第６号の１件について、採決いたし

ます。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第85号 令和２年度長井市山形鉄

道運営助成事業特別会計補正予算第１号の１件

について、採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第86号 令和２年度長井市訪問看

護事業特別会計補正予算第１号の１件について、

採決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第87号 令和２年度長井市介護保

険特別会計補正予算第１号の１件について、採

決いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第88号 令和２年度長井市水道事

業会計補正予算第１号の１件について、採決い

たします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 次に、議案第89号 令和２年度長井市下水道

事業会計補正予算第１号の１件について、採決

いたします。 

 本案に賛成の委員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○梅津善之委員長 起立全員であります。よって、

本案は、原案のとおり可決すべきものと決定い
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たしました。 

 以上で本予算特別委員会に付託になりました

案件の審査は全部終了いたしました。 

 最後に、お諮りいたします。本委員会におい

て議決されました議案の中で、条項、字句、数

字、その他、整理を要するものについては、会

議規則第102条の規定により、その整理を委員

長に一任願いたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○梅津善之委員長 ご異議なしと認めます。よっ

て、整理を要するものについては、その整理を

委員長に一任することに決定いたしました。 

 また、来る28日の本会議における本委員会の

審査報告の文案につきましても私に一任くださ

るようお願いいたします。 

 

 

   閉     会 

 

 

○梅津善之委員長 予算特別委員会はこれをもっ

て閉会いたします。ご協力ありがとうございま

した。 

 

 

    午前１０時３５分 閉会 
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